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見直し案現状

持続可能性基準に係るFIT/FIP制度への反映方法
• FIT/FIP制度では、支援対象となる木質バイオマスに求める具体的な条件や手続き等については、木質バイオマスの
生産や流通等を所管する林野庁が策定した「木質バイオマス証明ガイドライン」や「合法性・持続可能性ガイドライン」
に規定される仕組みとなっている。

• 今後、輸入木質バイオマスの持続可能性基準等が整理され、FIT/FIP制度に反映する場合、これらガイドラインの改
正が必要となるが、「合法性・持続可能性ガイドライン」はグリーン購入法の下で様々な木材・木材製品も対象として
いる。

• そのため、今後の議論に柔軟に対応できるよう、輸入木質バイオマスの持続可能性の確認方法については、「木質バ
イオマス証明ガイドライン」に内容を整理・統合することとする。
※2026年度から、輸入木質バイオマスの持続可能性は、木質バイオマス証明ガイドラインに基づき確認するものとして改正・公表することとする。

輸入木質バイオマスの持続可能性の確認方法イメージ

グリーン購入法

合法性・持続可能性ガイドライン
（2006年2月林野庁）
※木材供給者による持続可能性証明

木質バイオマス証明ガイドライン
（2025年4月林野庁）

※木質バイオマス供給者による由来証明

事業計画策定ガイドライン
（2025年4月エネ庁）

※再エネ発電事業者による持続可能性確認

再エネ特措法

調達価格告示 木質バイオマス証明
ガイドラインに一元化

木質バイオマス証明ガイドライン
（2026年4月林野庁）

※木質バイオマス供給者による由来証明、
持続可能性証明

事業計画策定ガイドライン
（2026年4月エネ庁）

※再エネ発電事業者による持続可能性確認

再エネ特措法

調達価格告示

出典:2025年10月30日 第34回バイオマス持続可能性WG資料3



本日ご議論いただきたい事項
• 第34回WGでは、輸入木質バイオマスの持続可能性基準等の整理に向けては、EU-RED3やEUDRに対する
各国の受容度や実効性、気候変動対策等に係る科学的知見の充実、バイオマスの供給に与える影響など
多岐にわたる論点を踏まえ、引き続き、検討を進める方針を確認した。

• 一方、上記とは別に当面の対応として、以下についても方針を確認した。
① 今後の議論に柔軟に対応できるよう、輸入木質バイオマスの持続可能性の証明方法については、
「木質バイオマス証明ガイドライン」に内容を整理・統合すること

② 事業者に一定水準の取組を促す観点から、様々な証明方法において想定される確認項目（推奨事項）
を提示すること

• その際、②の想定される確認項目として第25回WGにて林野庁から示された基準を事務局から提案したところ、
改めて議論の必要がある旨のご意見をいただいた。本日は、これらの確認項目に関して、林野庁にも確認の上、
事務局において改めて整理したところ、ご議論いただくこととしたい。

今後の国際動向を踏まえた持続可能性基準等の整理

EU-RED3等の実施状況、生産国・認証スキームの対応状況、
他の需要国の動向、日本の木材利用状況 等

輸入木質バイオマスに求める
持続可能性の項目・評価基準

基準を満たすことの確認方法

基準の適用対象や経過措置等

FIT/FIP制度への反映

出典:2025年9月30日 第33回バイオマス持続可能性WG資料3から抜粋・修正

本日の議題
①木質バイオマス証明
ガイドラインに一元化

木質バイオマス証明ガイドライン
（2026年4月林野庁）

※木質バイオマス供給者による由来証明、
持続可能性証明

事業計画策定ガイドライン
（2026年4月エネ庁）

※再エネ発電事業者による持続可能性確認

再エネ特措法

調達価格告示

出典:2025年10月30日 第34回バイオマス持続可能性WG資料2から抜粋・修正

現行の枠組み整理

②想定される持続
可能性の確認項目

継続検討事項

出典:2025年11月25日 第35回バイオマス持続可能性WG資料1



輸入木質バイオマスの持続可能性の証明方法に係る確認項目及び参考基準
• 以上の検討を踏まえ、輸入木質バイオマスの持続可能性の証明方法に係る確認項目及び参
考基準（案）は以下のとおり。
※2026年度から、輸入木質バイオマスの持続可能性は、木質バイオマス証明ガイドラインに基づき確認するものとして改正・公表することとし、以下
の想定される確認項目等（推奨事項）については、木質バイオマス証明の制度・運用上での扱いを林野庁において検討の上、同ガイドライン又
はそれに準ずる文書において提示することとする。

輸入木質バイオマスの持続可能性の証明方法に係る確認項目と参考基準
参考基準想定される確認項目

 炭素ストックや生物多様性への影響に留意し、原則として、森林が他用途に転換されないこと、及び一定時期以降に原生林等の保護価値の高い土地
が植林地に転換されないこと。土地利用への配慮

環
境

 土壌の過剰な浸食や流出を回避し、土壌の質や環境的な価値を保護・管理するための計画が策定され、実施されるものとすること。

 中⾧期的に炭素ストックを維持又は増加させるための計画や、森林施業等に伴う温室効果ガス等の排出、水質等への影響を回避・管理するための計
画が策定され、実施されるものとすること。

温室効果ガス等の排出・汚染削減

 希少種や絶滅危惧種の生息地など高い保護価値を有する地域を特定し、これらを保護・管理するための計画が策定され、実施されるものとすること。生物多様性の保全

 事業者が事業実施に必要な土地使用権を確保していることが証明されること。土地使用権の確保
社
会
・
労
働

 児童労働及び強制労働がないことが証明されること。児童労働・強制労働の排除

 労働者の健康と安全が確保されること。業務上の健康安全の確保

 労働者の団結権・団体交渉権が尊重または確保されること。労働者の団結権及び団体交渉権の確保

 原料もしくは燃料を調達する現地国の法規制が遵守されること。法令遵守（日本国内以外）ガ
バ
ナ
ン
ス

 認証取得事業者が関係者に対し適切に情報提供を行うことが担保されること。情報公開

 認証の更新・取消に係る規定が整備されていること。認証の更新・取消

 発電事業者が使用する燃料が、サプライチェーン上において認証スキームに基づかない燃料と混合することなく分別管理されていること。サプライチェーン上の分別管理の担保

 認証機関の認定プロセス、及び認証付与の最終意思決定において、第三者性が担保されること。
認証における第三者性の担保

 認定機関がISO17011に適合しており､認定機関においISO17011に適合した認証機関の認定スキームが整備されていること。

※上記の確認項目は第三者認証スキームへの適用を念頭に整理したものであるが、個別企業等の独自の取組による証明方法等への適用についても、これらの確認項目に準拠したかたちで、
林野庁において検討の上、提示することとする。

出典:2025年11月25日 第35回バイオマス持続可能性WG資料1
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伐採段階の証明書
伐造届などの証拠
書類を添付

発電事業者

① ②
〔国産材の例〕

加工・流通段階の証明書
川上の事業者から提供を受
けた証明書に基づき発行

チップ工場伐採事業者
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由来の証明があれば間伐材等由来の木質バイオマス、そうでなければ建設資材廃棄物と同等

由来の証明があれば一般木質バイオマス、そうでなければ建設資材廃棄物と同等


